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この書面は、「ネット専用自動車保険（インターネット専用個人用自動車保険）」の「重要事項のご説明」の記載内容の補足
説明となります。

ご契約時の参考資料としてご活用ください。

チューリッヒ保険会社
ネット専用自動車保険 契約前のご案内
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補償内容について１

支払保険金の概要は以下のとおりです。詳細は、「ネット専用自動車保険約款」をご確認ください。

❶重要事項のご説明における、基本となる補償の補足

■ 支払保険金について

人身傷害保険は、補償の範囲に応じて以下２種類の補償タイプより任意に選択できます。車内・車外補償型をお選びいただいた場合、
人身傷害車外危険補償特約がセットされます。

※上図における他人の車とは、以下①または②に該当する自動車以外をいいます。
　①所有者および常時使用される方が、記名被保険者またはその配偶者およびそれらの同居の親族である自動車
　②記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用し、かつ別居の未婚の子自らが運転している自動車

ご契約のお車に
搭乗中の事故

他人の車に
搭乗中の事故

歩行中などの
自動車事故

基本となる補償 支払保険金の種類

車両保険

ご契約の保険金額の全額、および保険金額の5%（10万円を限度）を臨時
費用保険金としてお支払いします。

車両保険金
（全損の場合）

損害額から自己負担額（免責金額）を差し引いた金額をお支払いします。車両保険金
（分損の場合）

概要

■ 人身傷害保険の補償範囲について

「車内のみ補償」の補償に加え、記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居のご家族（別居の未婚
の子を含む）等が、他人のお車に搭乗中や歩行中などの自動車事故で死傷または後遺障害が生じた場合にも、
保険金をお支払いします。

自動車事故によりご契約のお車に搭乗中の方が死傷、または後遺障害が生じた場合に、その損害に対して約
款に定める基準に基づき保険金をお支払いします。

お車の補償

車内・車外補償

車内のみ補償

補償タイプ
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対人賠償保険金 被害者１名につき、ご契約の保険金額を限度としてお支払いします。１回の事
故による総支払額には制限がありません。

対人事故に伴って発生する被害者への見舞品代、香典等の臨時費用として
被害者１名につき、死亡の場合10万円、入院２０日以上の場合２万円をお支
払いします。

対物賠償保険

人身傷害保険

対人賠償保険
臨時費用保険金

1回の事故につき、ご契約の保険金額を限度として保険金をお支払いし
ます。

対物賠償保険金

保険金額の範囲で、別に定める損害額算定基準により算定した保険金をお
支払いします。また、保険に入っていない車等との事故で、ご契約のお車に
乗っていた人が死亡、または後遺障害が生じた場合には人身傷害保険金額
によらず被保険者1名あたりの保険金額を無制限として補償します。

人身傷害保険金

保険金請求者が臨時に必要とする費用として、被保険者が死亡した場合10
万円、入院20日以上の場合2万円をお支払いします。臨時費用保険金

相手方への
賠償

おケガの
補償



主な特約について、保険金をお支払いする主な場合、およびお支払いしない主な場合は以下のとおりです。
詳しくは「ネット専用自動車保険約款」をご参照ください。

❷主な特約の概要

対物賠償保険が適用される事故で、修理費用が
相手自動車の時価額を超え、被保険者が超過修
理費用を負担する場合に、超過分の修理費用に
被保険者の過失割合を乗じた額を保険金として
お支払いします。ただし、対物賠償保険金が支払
われる場合で、かつ、事故日の翌日から起算して
6ヵ月以内に相手自動車が実際に修理されたと
きに限ります。支払限度額は50万円または無制
限をお選びいただけます。

●対物賠償保険と同じ

他人の所有する自動車（自家用8車種に限る）を
借りて運転中の以下の事故について、他人の所有
する自動車をご契約のお車とみなして、ご契約の
お車の契約条件に従い保険金をお支払いします。
・対人賠償保険事故
・対物賠償保険事故
・車両保険事故
・人身傷害保険事故
※車両保険事故については、ご契約のお車に車両
保険がセットされており、その車両保険で補償
される事故の場合に限り保険金をお支払いし
ます（免責金額を差し引いてお支払いします）。

●ご契約のお車の契約条件で保険金をお支払
いできない損害
●記名被保険者、その配偶者またはそれらの同
居の親族が所有または常時使用するお車を
運転中の事故

●記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚
の子が所有または常時使用するお車を、別居
の未婚の子自らが運転者として運転中の事故
●被保険者の故意または重大な過失によって
生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって
生じた損害

●ご契約のお車を競技・曲技のために使用する
こと、または、これらを行うことを目的とする場
所において使用することによって生じた損害

対物差額修理
費用補償特約
【任意セット】

他車運転危険
補償特約（人傷型）
【自動セット】

相
手
へ
の
補
償

主な特約

被保険者が地震・噴火・津波に起因する傷害によ
り、その直接の結果として事故の日からその日
を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険
者1名につき300万円を被保険者の法定相続人
にお支払いします（契約内容により「本人のみ補
償型」「夫婦のみ補償型」など、被保険者の範囲が
異なります）。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せ
られた場合など、お引受けを制限させていただくこ
とがあります。

●核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染され
た物の放射性、爆発性その他有害な特性の作
用に起因する事故

ご契約のお車に搭乗中以外（歩行中やご契約の
お車以外のお車に搭乗中など）の事故に、人身傷
害保険を適用します。

地震・噴火・津波に
よる被保険者死亡
一時金支払特約
【任意セット】

対物差額
修理費用
補償特約

【任意セット】

他車運転
危険補償特約
（人傷型）
【自動セット】

人身傷害車外
危険補償特約
【任意セット】

保険金を　　　　　　    主な場合お支払いしない補償内容・保険金を　　　　　   　 主な場合お支払いする

お
ケ
ガ
の
補
償

相
手
方
へ
の
賠
償
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車対車の衝突などで相手自動車が確認できる事故、
盗難や火災など主にお車の走行に起因しない事故に
限り保険金をお支払いします。

本来適用されるべき免責金額について免責金額が5
万円のときに限り、免責金額をゼロとして保険金を
お支払いします。

●相手自動車の登録番号等ならびに事故発
生時の運転者または所有者の住所および
氏名が確認できない場合は保険金をお支
払いできません。

●被保険者の使用者の所有する原動機付自
転車をその使用者の業務のために被保険
者が運転している間に生じた事故
●被保険者の使用人が、被保険者の業務の
ために被保険者の所有する原動機付自転
車を運転している間に生じた事故

●核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染
された物の放射性、爆発性その他有害な
特性の作用に起因する事故

ご契約のお車が地震・噴火・津波により「全損」とな
った場合に、臨時に必要となる費用として、50万円を
地震・噴火・津波による車両全損時一時金として記
名被保険者にお支払いします。
※車両保険金額が50万円未満の場合は、車両保険金額と
同額をお支払いします。

※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた
場合など、お引受けを制限させていただくことがあります。

記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同
居のご家族（別居の未婚の子を含む）が原動機付自
転車による事故で他人を死傷させ、または他人の財
物に損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場
合や、その原動機付自転車に乗車中の自損事故につ
いて保険金をお支払いします。
※この特約にはご契約のお車の年齢条件、運転者限定に
関する条件は適用されません。

※この特約においても無保険車事故（保険に入っていない車
両との事故）を保険金額：無制限で補償します。

車対車との事故で相手自動車が確認できる場合のみ、
本来適用されるべき免責金額について免責金額が
5万円のときに限り、免責金額をゼロとして保険金を
お支払いします。

車両危険限定
補償特約

【任意セット】

車両事故
免責金額ゼロ特約
【任意セット】

車両事故免責
金額ゼロ特約

（車対車事故のみ）
【任意セット】

地震・噴火・
津波による
車両全損時

一時金支払特約
【任意セット】

原動機付自転車に
関する特約
（自損型）
【任意セット】

そ
の
他
の
補
償

お
車
の
補
償

主な特約の概要
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●職務、業務に起因する損害賠償責任、店
舗など居住用以外の不動産に起因する賠
償責任、車両の所有、使用、管理に起因
する賠償責任などについては保険金をお
支払いできません。

日常生活に起因する偶然な事故により記名被保険者
またはその配偶者およびそれぞれの同居の親族（別
居の未婚の子を含む）が第三者に対する損害賠償責
任を負った場合に、ご契約の保険金額を限度として
保険金をお支払いします。損害賠償責任には、被保険
者の居住用住宅の所有、使用、管理に起因する第三
者の損害賠償も含まれます。

個人賠償責任
補償特約

【任意セット】

●車検証に「事業用」と記載されている自
動車を運転している場合に発生した事故
を除きます。

相手自動車（原動機付自転車を含む）の所有、使用ま
たは管理に起因する事故で、被保険者が傷害、損害
を受け、その損害などについて相手方に対して法律上
の損害賠償請求を行う際に負担した次の費用につい
て、保険金をお支払いします。（あらかじめ当社の同
意を得て支出した費用に限ります）
●弁護士費用等：300万円を限度とします。
●法律相談費用：10万円を限度とします。
【ご注意】
・弁護士費用等の実費が300万円以内の場合であって
も、特約の「別紙 弁護士費用等保険金支払限度額」
に定める各費用（着手金・報酬金等）の支払限度額
を超える金額については、自己負担となります。
・弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必
要ですので、あらかじめ当社へご連絡ください。

弁護士費用等
補償特約

【任意セット】

主な特約主な特約 保険金を　　　　　　    主な場合お支払いしない補償内容・保険金を　　　　　   　 主な場合お支払いする



●地震・噴火またはこれらによる津波に
よって生じた損害
●無免許運転、アルコール、麻薬等の影響
で正常な運転ができないおそれがある状
態での運転の場合に生じた損害

車両事故または故障により、ご契約のお車が走行不
能状態となり、応急処置が必要な場合に、当社の承
認を得て負担した以下のロードサービス費用をお支
払いします。
【ロードサービス費用】
応急処置費用、搬送費用、引取費用、宿泊費用、レン
タカー費用、帰宅費用、移動費用、キャンセル費用、
ペットホテル費用

ネット専用自動車保険は、保険証券（異動・解約承認
書および領収証などを含みます）を発行いたしません
が、この特約を付帯することにより保険証券を発行す
る特約です。（ただし、追加保険料500円が必要とな
ります）

ご契約のお車の欠陥・不正アクセスなどを原因とす
る事故により他人を死傷させた場合、または他人の財
物を破損した場合で、被保険者に法律上の損害賠償
責任がないことが認められたときに、被保険者が負
担する被害者を救済するための費用に対して保険金
をお支払いします。

ロードサービス
費用特約

【任意セット】

保険証券の
発行に関する特約
【任意セット】

被害者救済費用
補償特約

【自動セット】

そ
の
他
の
補
償
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保険期間の末日が属する月の前月10日までに、ご契
約者または当社のいずれかから、この保険契約を継
続しない旨の意思表示がない場合、この保険契約と
同じ内容で自動的に継続の手続きが行われるもので
す。（ただし、継続契約の保険料のお支払いは別途
必要となります）

継続手続きを忘れた場合であって、契約期間中に
保険金請求を行っておらず保険満期日の翌日から
起算して30日以内のお申込みであるなどの一定
の条件を満たしたときは、現在の契約（前契約）の
内容にしたがって継続されたものとする特約です。

継続契約の
取扱いに
関する特約
【自動セット】

自動継続に
関する特約
【自動セット】

主な特約主な特約 保険金を　　　　　　    主な場合お支払いしない補償内容・保険金を　　　　　   　 主な場合お支払いする



保険料の割引制度について2
「ネット専用自動車保険」は、ご契約条件によって、以下の割引が適用されます。

割引の種類 ご　　説　　明

ご契約のお車が自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車で、保険期間の初日が属する月において初度登録後
49ヵ月（初度登録年月の翌月から起算）以内の自動車に適用します。新車割引

ASV
自動ブレーキ割引

チューリッヒ
自動車保険
LINE割引

ご契約のお車がAEB（衝突被害軽減ブレーキ）を装備している自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車で、保険始
期日が、その型式の自動車が発売された年度に「3年」を加算した年度の12月末日までの期間にある場合に
適用します。
※自動ブレーキの装着の有無は、原則として「一般財団法人　自動車検査登録情報協会」内に設置された
「ASV情報データベース」で車台番号ごとに確認いたします。車台番号のご申告に誤りがある場合確認が
できませんのでご注意ください。
※AEB（衝突被害軽減ブレーキ）が装着されていても、本割引の一部対象外となる車（型式不明車など）があ
ります。

インターネットによりご契約をお申込みいただく際に、ご契約者のLINEアカウントと当社LINE公式アカウ
ントを「友だち追加」いただいた場合に適用します。（500円割引）
「友だち追加」をしていただくことで、申込み後LINEメニューからのワンタッチでの契約照会や当社へのお問
合わせができます。また、継続のご案内などの重要なお知らせを、LINEで受取ることができます。
※ご契約手続きの後に、当社LINE公式アカウントを「友だち追加」していただいた場合は、本割引は適用され
ません。

ノンフリート等級別割引・割増制度3

6

前契約の保険事故の有無や件数などを保険料に反映させる割引・割増制度のことで、この制度により継続契約のノンフリート等級およ
び事故あり係数適用期間が決定されます。

❶ノンフリート等級別割引・割増制度について

初めて自動車保険に加入する場合（前契約がない場合）、ノンフリート等級は6等級となり、ご契約の運転者年齢条件および用途・車種に
応じて6A、6B、6C、6Gの4区分に分かれます。事故あり係数適用期間は0年となります。また、２台目以降のお車について初めて自動車
保険に加入する場合（前契約がない場合）で、下表の適用条件をすべて満たしている場合、ノンフリート等級は７等級となり、ご契約の運
転者年齢条件および用途・車種に応じて7A、7B、7C、7Gの4区分に分かれます。事故あり係数適用期間は0年となります。

❷初めて自動車保険に加入する場合

すでに契約している
自動車保険

(1台目のお車のご契約)
初めて契約する自動車保険（2台目以降のお車のご契約）

【記名被保険者】
以下のいずれかに該当し、かつ個人であること
① 1台目のご契約の記名被保険者
② ①の配偶者
③ ①または②の同居の親族

1台目のご契約および2台目以降のお車の用途車種が、いずれも自家用8車種であること。

【お車の所有者】
以下のいずれかに該当し、かつ個人であること
① 1台目のご契約のお車の所有者
② 1台目のご契約の記名被保険者
③ ②の配偶者
④ ②または③の同居の親族

【等級】
11等級以上であること

【用途車種】

【適用条件】



前契約の満期日の翌日より起算して7日以内または解約の翌日から起算して7日以内であれば前契約の等級および事故あり係数適用期
間を継承することができます。継続契約の等級は、前契約にて1年間事故がないと１等級上がり、保険金の支払いを受ける事故があると
事故の形態により１事故につき３等級または１等級下がります。
また、継続契約の事故あり係数適用期間は、前契約にて事故があると加算され、事故の形態により１事故につき「３年」または「１年」加算
されます。なお、前契約の事故あり係数適用期間が１～６年の場合の継続契約の事故あり係数適用期間は、１年間事故がないと「１年」減
算され、保険金の支払いを受ける事故があると「１年」減算した後に事故の形態により１事故につき「３年」または「１年」加算されます。
「事故あり係数適用期間」とは、事故あり係数を適用する期間（始期日時点における残り年数）をいい、事故あり係数適用期間が１～６年
のときは「事故あり係数」を適用し、事故あり係数適用期間が０年のときは「無事故係数」を適用します。前契約に３等級ダウン事故が生
じた場合は、事故件数１件につき「３年」、１等級ダウン事故が生じた場合は事故件数１件につき「１年」が加算され、「０年」を下限、「６年」
を上限とします。（初めてご契約される場合の事故あり係数適用期間は「０年」）

❸当社で継続、または他の保険会社などから継続してご契約の場合

●記名被保険者変更時には、ノンフリート等級および事故あり係数適用期間は、記名被保険者の配偶者および同居の親族など条件を満た
している方に限り、引継ぐことができます。
●ご契約の記名被保険者が等級および事故あり係数適用期間を引継ぎできない方であっても、等級および事故あり係数適用期間を引継が
なければならない場合があります。引継ぐことがある等級・事故あり係数適用期間は、下表のとおりです。

●他の自動車にて１～５等級または事故あり係数適用期間１～６年が適用される契約がある場合、他の自動車から入替えられたお車の契約
に等級および事故あり係数適用期間を引継がなければならない場合があります。

❹ノンフリート等級および事故あり係数適用期間の引継ぎについて

等級 引継ぐことがあるノンフリート等級・事故あり係数適用期間

ノンフリート等級を引継ぐ可能性があります。
ノンフリート等級および事故あり係数適用期間を引継ぐ可能性があります。

事故あり係数適用期間のみ引継ぐ可能性があります。

「１～５等級」

「１～５等級」以外

事故あり係数適用期間

「０年」
「１～６年」
「１～６年」

その他のご注意事項4

ご契約者の負担を軽減し、継続忘れなどを防止するための特約「自動継続に関する特約」が自動セットされています。これにより、ご契約
者もしくは当社から保険期間の末日が属する月の前月10日までに、契約内容変更や保険契約を継続しない旨の意思表示がない場合、
前契約と同一の内容で自動的にご継続の手続きが行われます。（継続契約の保険料のお支払いは別途必要となります。当社指定の期日
までに必ずお支払いください）
●車両保険の保険金額および免責金額等、特に事故の有無およびその内容などにより、一部現在ご加入中の保険契約とは異なる内容で
のご継続となる場合があります。
●ご継続となる契約の内容やご継続のご案内等は、原則として、現在ご加入中の保険契約の保険期間の末日の6週間前までに、当社よ
り、Eメール、LINEまたは書面にて行います。（ご案内の方法はお客さまのご契約条件などにより異なります）
また、自動継続手続完了後、手続完了の通知「自動継続引受通知」を当社よりEメールまたは書面等にて行います。重要なお知らせです
ので必ずご確認いただきますようお願いいたします。なお、ご登録されたお客さまの住所、電話番号、Eメールアドレスに変更が生じた場
合は、速やかに当社に連絡してください。また、「チューリッヒ自動車保険LINE割引」を適用されているお客さまは当社LINE公式アカウ
ントをブロックしないようにご注意ください。
●以下の場合など「自動継続に関する特約」が適用されないことがありますのでご注意ください。
・ご継続のご案内の後に契約内容の変更手続きを行った場合
・ご登録いただいたEメールアドレスを変更されたことなどにより、当社からご継続のご案内をお届けできない場合
●「自動継続に関する特約」が適用されない場合、お客さまご自身でご継続手続きをしていただく必要がございます。満期日までにご継
続のお手続きがお済みでない場合、継続ができなくなり、ノンフリート等級の引継ぎができず、また、事故の際に保険金が支払われな
いことがありますのでご注意ください。

❶継続契約のお申込みについて

7



❷保険料の支払方法・保険料入金日と補償との関係について
保険料の支払方法は、クレジットカード払いのみとなります。ご契約の際にネット専用自動車保険のウェブサイト上でお手続きください。
お手続きの際、クレジットカード情報をご登録ください。ご登録いただくことで、保険料（追加保険料や継続保険料を含みます）のお支払
いが可能となります。

保険料入金日

・契約者ご本人名義のクレジットカードをご利用ください。
・支払方法は、一括払いのみがご利用可能です。
・クレジットカードを変更される場合は、当社に登録したクレジットカード
情報も必ず変更してください。

クレジットカード会社
からクレジットカードの
ご利用を承認された日

クレジットカード払い

ご　　注　　意支払方法
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